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「次のよう」の部分

都道府県名 北 海 道

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 北海道の区域 １２４円
２ 群 １７９円

２ 類 １ 群 １６２円
２ 群 １３１円
３ 群 １４７円

３ 類 １ 群 １４４円
２ 群 １９６円



都道府県名 青 森 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 青森県の区域 １４９円
２ 群 １４７円

２ 類 １ 群 １７２円
２ 群 １４２円
３ 群 １１９円

３ 類 １ 群 １７１円
２ 群 １３０円

ぶ ど う １ 類 １ 群 青森県の区域 ４２６円
２ 群 ２５９円

２ 類 ２１７円
３ 類 １ 群 ６７６円

２ 群 ３２８円



都道府県名 岩 手 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 岩手県の区域 １４０円
２ 群 １０９円

２ 類 １ 群 １４５円
２ 群 １２０円
３ 群 １３２円

３ 類 １ 群 １５７円
２ 群 １１３円

ぶ ど う １ 類 岩手県の区域 ３４９円
２ 類 １ 群 ４５６円

２ 群 ２１２円
３ 類 １ 群 ６３６円

２ 群 ２０３円
４ 類 ４２６円



都道府県名 宮 城 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 宮城県の区域 ２０２円
２ 群 ２３０円

２ 類 １ 群 ２２０円
２ 群 ２０４円
３ 群 ２０８円

３ 類 １ 群 ２３９円
２ 群 ２４８円

な し １ 類 １ 群 宮城県の区域 ２５３円
２ 群 ２１５円

２ 類 １ 群 ２３４円
２ 群 ２６７円

３ 類 １ 群 ２３６円
２ 群 １７９円



都道府県名 秋 田 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 秋田県の区域 １４６円
２ 類 １ 群 １６６円

２ 群 １１９円
３ 群 ９２円

３ 類 １ 群 １７４円
２ 群 ９１円
３ 群 ３２７円

ぶ ど う １ 類 秋田県の区域 ２０７円
２ 類 １ 群 ３２９円

２ 群 ２３６円
３ 類 １ 群 ５１３円

２ 群 ２８６円
３ 群 ２３１円

な し １ 類 １ 群 秋田県の区域 ２２７円
２ 群 ２００円

２ 類 １ 群 ２１６円
２ 群 １１６円

３ 類 １ 群 ３０９円
２ 群 １１０円



都道府県名 山 形 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 山形県の区域 １４９円
２ 群 １５７円

２ 類 １ 群 １５７円
２ 群 １５７円
３ 群 １２９円

３ 類 １ 群 １４３円
２ 群 ９７円

ぶ ど う １ 類 山形県の区域 ４２０円
２ 類 １ 群 ２２４円

２ 群 １９２円
３ 類 １ 群 ４７９円

２ 群 ２０６円
３ 群 ５５円

４ 類 ３７９円
な し １ 類 山形県の区域 ２８６円

２ 類 １ 群 ２７２円
２ 群 ２９２円

３ 類 １６４円
も も １ 類 山形県の区域 ２３４円

２ 類 ２３２円
３ 類 ９６円

お う と う １ 群 山形県の区域 １,４８３円
２ 群 ５１１円

か き ２ 類 １ 群 山形県の区域 １１２円
２ 群 １０３円



都道府県名 福 島 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 福島県の区域 ２１５円
２ 群 １２４円

２ 類 １ 群 １５４円
２ 群 １０８円
３ 群 １２６円

３ 類 １ 群 ２４８円
２ 群 ２０７円

ぶ ど う １ 類 １ 群 福島県の区域 ２７２円
２ 群 ５８１円

２ 類 １ 群 ４５０円
２ 群 １８０円

３ 類 １ 群 ６３０円
２ 群 ２７０円

な し １ 類 １ 群 福島県の区域 ２１８円
２ 群 １３０円

２ 類 １ 群 ２０５円
２ 群 １９９円
３ 群 ２２６円

３ 類 １ 群 ２０６円
２ 群 １５３円

も も １ 類 福島県の区域 １９０円
２ 類 １ 群 ２７５円

２ 群 ２９２円
３ 類 ３１円



都道府県名 茨 城 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 茨城県の区域 ３０９円
２ 類 ２２４円
３ 類 １６６円



都道府県名 栃 木 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 栃木県の区域 ５２９円
２ 類 ２７１円
３ 類 １ 群 ５８７円

２ 群 ２７２円
な し １ 類 １ 群 栃木県の区域 ２５２円

２ 群 ４８７円
２ 類 １ 群 ２０６円

２ 群 ２１８円
３ 群 １１７円

３ 類 １ 群 ２７２円
２ 群 １６６円
３ 群 １１１円



都道府県名 群 馬 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 群馬県の区域 ３８９円
２ 類 １ 群 ５００円

２ 群 ３８６円
３ 類 １ 群 ５３６円

２ 群 ４０７円
ぶ ど う １ 類 群馬県の区域 ８００円

２ 類 １,０００円
３ 類 １,０８２円

な し １ 類 群馬県の区域 ４９６円
２ 類 ４６５円
３ 類 ４５６円



都道府県名 埼 玉 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 埼玉県の区域 ７００円
２ 類 １ 群 ５００円

２ 群 ４９０円
３ 類 １ 群 ８７２円

２ 群 ６００円
な し １ 類 埼玉県の区域 ３１３円

２ 類 １ 群 ２４１円
２ 群 ３００円

３ 類 １ 群 ２４１円
２ 群 ３９０円



都道府県名 千 葉 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 千葉県の区域 ２１０円
み か ん ２ 類 ２００円
な し １ 類 １ 群 千葉県の区域 ４３１円

２ 群 ４０２円
２ 類 １ 群 ３１８円

２ 群 ３３５円
３ 類 １ 群 ３３０円

２ 群 ３６４円



都道府県名 東 京 都

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 １ 群 東京都の区域 ５２９円
２ 群 ４９９円

２ 類 １ 群 ５６６円
２ 群 ５１８円
３ 群 ４９３円

３ 類 １ 群 ５６２円
２ 群 ５１８円



都道府県名 神 奈 川 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 神奈川県の区域 ６８円
み か ん ２ 類 １ 群 ７８円

２ 群 ３２円
３ 類 ５６９円

な し １ 類 １ 群 神奈川県の区域 ５１５円
２ 群 ３９０円

２ 類 １ 群 ４６３円
２ 群 ３５９円

３ 類 ４５８円



都道府県名 新 潟 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 新潟県の区域 ３３１円
２ 類 １６４円
３ 類 １ 群 ３２６円

２ 群 ２０５円
４ 類 １ 群 ５９０円

２ 群 ３７３円
な し １ 類 １ 群 新潟県の区域 １８７円

２ 群 ２４７円
２ 類 １ 群 １６７円

２ 群 １２８円
３ 群 １０８円

３ 類 １ 群 ４１５円
２ 群 １３５円
３ 群 １３１円

も も １ 類 新潟県の区域 ２１０円
２ 類 １ 群 ２５７円

２ 群 ２８７円
か き ２ 類 新潟県の区域 １３５円



都道府県名 富 山 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 富山県の区域 ２６３円
２ 群 ２５０円

２ 類 １ 群 ３１０円
２ 群 ２５０円

３ 類 １ 群 ３６６円
２ 群 ２６０円

ぶ ど う １ 類 富山県の区域 ８００円
２ 類 １ 群 １,０００円

２ 群 ７００円
３ 類 １ 群 １,２１０円

２ 群 １,０００円
４ 類 １,６７７円

な し １ 類 １ 群 富山県の区域 ３７６円
２ 群 ２１９円

２ 類 １ 群 ４２９円
２ 群 １７６円

３ 類 １２５円
か き ２ 類 富山県の区域 ２６０円



都道府県名 石 川 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 別 記 第 １ ３２５円
別 記 第 ２ ２０１円

２ 群 別 記 第 ３ ３５０円
別 記 第 ４ １９８円

２ 類 １ 群 別 記 第 １ ３１３円
別 記 第 ２ １４３円

２ 群 別 記 第 ５ ３９９円
別 記 第 ６ ２６０円

３ 群 別 記 第 ５ ３５０円
別 記 第 ６ ８４円

３ 類 １ 群 別 記 第 １ ３７７円
別 記 第 ２ １５２円

２ 群 別 記 第 ３ ３５０円
別 記 第 ４ ２７４円

ぶ ど う １ 類 石川県の区域 ６０３円
３ 類 １ 群 石川県の区域 ８４７円

２ 群 別 記 第 ３ ６７５円
別 記 第 ４ ３０６円

な し １ 類 別 記 第 ７ ３００円
別 記 第 ８ ２６６円

２ 類 １ 群 石川県の区域 ３６５円
２ 群 ２２６円
３ 群 １７５円

３ 類 石川県の区域 ２７５円
か き １ 類 ２ 群 石川県の区域 １５５円

２ 類 １９８円
く り 石川県の区域 ３８９円



別記

第 １ 石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡及び鳳珠
郡の区域

第 ２ 石川県の区域（第１の区域を除く ）。

第 ３ 石川県七尾市、羽咋市、羽咋郡及び鹿島郡の区域

第 ４ 石川県の区域（第３の区域を除く ）。

第 ５ 石川県輪島市、珠洲市及び鳳珠郡の区域

第 ６ 石川県の区域（第５の区域を除く ）。

第 ７ 石川県金沢市、かほく市、白山市、石川郡及び河北郡の区域

第 ８ 石川県の区域（第７の区域を除く ）。



都道府県名 福 井 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 福井県の区域 ２１９円
２ 類 １ 群 １８４円

２ 群 １７９円
か き ２ 類 福井県の区域 １１９円
う め ２ 類 福井県の区域 １８９円



都道府県名 山 梨 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 山梨県の区域 ２３９円
３ 類 １６２円

ぶ ど う １ 類 山梨県の区域 ３６１円
２ 類 １ 群 ４８８円

２ 群 ４７９円
３ 群 ２２２円

３ 類 ２０７円
４ 類 １ 群 １,０９８円

２ 群 １,００９円
３ 群 ７０９円

も も １ 類 山梨県の区域 ３６８円
２ 類 １ 群 ３１２円

２ 群 ３５７円
か き １ 類 １ 群 山梨県の区域 ２６１円

２ 群 ２６５円
す も も １ 群 山梨県の区域 ３１８円

２ 群 ３２７円
３ 群 ３４９円



都道府県名 長 野 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 １ 群 長野県の区域 ２０８円
２ 群 １７７円

２ 類 １ 群 １８８円
２ 群 ２１７円
３ 群 ２６８円

３ 類 １ 群 １９５円
２ 群 ２３０円

ぶ ど う １ 類 長野県の区域 ６４５円
２ 類 ２５７円
３ 類 １ 群 別 記 第 １ ６１５円

別 記 第 ２ ５２３円
２ 群 長野県の区域 ４０２円
３ 群 ２４９円
４ 群 １８６円
５ 群 １２３円

な し １ 類 １ 群 長野県の区域 ２２０円
２ 群 ２３４円

２ 類 １ 群 １８７円
２ 群 １７７円

３ 類 １ 群 ２４３円
２ 群 １２３円

も も １ 類 長野県の区域 ３０８円
２ 類 ２７２円
３ 類 １４円



別記

第 １ 長野県中野市、塩尻市、千曲市、東筑摩郡（生坂村、波田町及び山
形村の区域に限る ）及び下高井郡山ノ内町の区域。

第 ２ 長野県の区域（第１の区域を除く ）。



都道府県名 岐 阜 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

り ん ご １ 類 岐阜県の区域 ３４５円
２ 類 １ 群 ３９０円

２ 群 ４０８円
３ 群 ４２６円

３ 類 １ 群 ４８６円
２ 群 ５８１円

な し １ 類 岐阜県の区域 ３７９円
２ 類 １ 群 ３８８円

２ 群 ４０５円
３ 類 １ 群 ４８０円

２ 群 ３４４円
も も １ 類 岐阜県の区域 ５６４円

２ 類 ５９３円
か き １ 類 １ 群 岐阜県の区域 ２２９円

２ 群 ２１３円



都道府県名 静 岡 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 別 記 第 １ ２０５円
み か ん 別 記 第 ２ １７３円

別 記 第 ３ １４６円
別 記 第 ４ １０９円
別 記 第 ５ ８０円

２ 類 別 記 第 ６ ２０６円
別 記 第 ７ １８０円
別 記 第 ８ １６０円
別 記 第 ９ １２４円
別 記 第１０ ９８円

なつみかん １ 群 別 記 第１１ ９８円
別 記 第１２ ９３円



別記

第 １ 静岡県沼津市（旧田方郡戸田村の区域を除く ）の区域。

第 ２ 静岡県浜松市（旧引佐郡三ヶ日町の区域に限る ）及び伊豆市（旧。
田方郡土肥町の区域に限る ）の区域。

第 ３ 静岡県沼津市（旧田方郡戸田村の区域に限る ）熱海市、伊東市及。
び伊豆の国市の区域

第 ４ 静岡県浜松市（旧浜松市、旧浜北市、旧引佐郡細江町及び引佐町の
区域に限る 、島田市（旧榛原郡川根町の区域を除く 、焼津市。） 。）
（旧志太郡大井川町の区域を除く 、掛川市（旧小笠郡大須賀町。）
及び大東町の区域に限る 、藤枝市、湖西市、牧之原市及び浜名。）
郡の区域

第 ５ 静岡県の区域（第１の区域、第２の区域、第３の区域及び第４の区
域を除く ）。

第 ６ 静岡県浜松市（旧引佐郡三ヶ日町の区域に限る ）の区域。

第 ７ 静岡県沼津市（旧田方郡戸田村の区域を除く 、掛川市（旧小笠。）
郡大須賀町及び大東町の区域に限る 、菊川市及び牧之原市の区。）
域

第 ８ 静岡県静岡市（旧清水市の区域に限る ）及び沼津市（旧田方郡戸。
田村の区域に限る ）の区域。

第 ９ 静岡県静岡市（旧清水市の区域を除く 、浜松市（旧浜松市、旧。）
浜北市、旧引佐郡細江町及び引佐町の区域に限る 、熱海市、伊。）
東市、島田市（旧榛原郡川根町の区域を除く 、富士市、焼津市。）
（旧志太郡大井川町の区域を除く 、藤枝市、下田市、湖西市、。）
伊豆市（旧田方郡土肥町の区域に限る 、賀茂郡及び浜名郡の区。）
域

第１０ 静岡県の区域（第６の区域、第７の区域、第８の区域及び第９の区
域を除く ）。

第１１ 静岡県下田市及び賀茂郡の区域

第１２ 静岡県の区域（第１１の区域を除く ）。



都道府県名 愛 知 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 愛知県の区域 １３３円
み か ん ２ 類 １４２円

３ 類 ７０２円
ぶ ど う １ 類 愛知県の区域 ７４０円

３ 類 １ 群 ９５７円
２ 群 ６４３円

な し １ 類 １ 群 愛知県の区域 ３３６円
２ 群 ２４４円

２ 類 １ 群 ２１９円
２ 群 ２０１円
３ 群 １０９円

３ 類 ２３０円
も も １ 類 愛知県の区域 ３１８円

２ 類 ３６８円
か き １ 類 １ 群 愛知県の区域 ２０５円

２ 群 １７８円
２ 類 １７３円



都道府県名 三 重 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 別 記 第 １ ２０１円
み か ん 別 記 第 ２ １６６円

別 記 第 ３ ９２円
２ 類 別 記 第 ４ ２００円

別 記 第 ５ １６５円
別 記 第 ６ １５１円
別 記 第 ７ １２３円

３ 類 三重県の区域 ６８４円
なつみかん １ 群 別 記 第 １ １７０円

別 記 第 ８ １３５円



別記

第 １ 三重県熊野市及び南牟婁郡の区域

第 ２ 三重県度会郡南伊勢町（旧度会郡南勢町の区域に限る ）及び北牟。
婁郡の区域

第 ３ 三重県の区域（第１の区域及び第２の区域の区域を除く ）。

第 ４ 三重県松阪市（旧一志郡嬉野町及び三雲町並びに旧飯南郡の区域を
除く ）の区域。

第 ５ 三重県熊野市、多気郡多気町、度会郡南伊勢町（旧度会郡南勢町の
区域に限る 、北牟婁郡及び南牟婁郡の区域。）

第 ６ 三重県四日市市の区域

第 ７ 三重県の区域（第４の区域、第５の区域及び第６の区域を除く ）。

第 ８ 三重県の区域（第１の区域を除く ）。



都道府県名 滋 賀 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 別 記 第 １ １,０００円
別 記 第 ２ ９００円
別 記 第 ３ ７９６円

２ 類 別 記 第 ４ ９１８円
別 記 第 ５ ９００円

３ 類 １ 群 別 記 第 ６ １,６６７円
別 記 第 ４ １,５１７円
別 記 第 ２ １,５００円
別 記 第 １ １,３００円
別 記 第 ７ １,０４３円

２ 群 別 記 第 １ １,０００円
別 記 第 ４ ９０３円
別 記 第 ６ ９００円
別 記 第 ８ ８００円
別 記 第 ２ ６５０円
別 記 第 ９ ６０６円

４ 類 １ 群 別 記 第 ２ １,１６９円
別 記 第１０ １,０４３円

２ 群 滋賀県の区域 ８２７円



都道府県名 滋 賀 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 １ 群 別 記 第 ４ ５５０円
別 記 第 ５ ３７８円

２ 群 別 記 第 ４ ５９２円
別 記 第 ２ ４４０円
別 記 第１１ ４２６円
別 記 第１２ ４１０円

３ 群 滋賀県の区域 ６００円
２ 類 １ 群 別 記 第 ４ ５９２円

別 記 第 ２ ４３５円
別 記 第 ８ ４２５円
別 記 第１３ ３２５円

２ 群 別 記 第 ４ ４３２円
別 記 第１１ ３４１円
別 記 第１４ ２２０円

３ 群 別 記 第 ２ ６００円
別 記 第１０ ３５０円

３ 類 別 記 第 ４ ６３５円
別 記 第 ５ ４４０円



別記

第 １ 滋賀県甲賀市及び湖南市の区域

第 ２ 滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市及び野洲市の区域

第 ３ 滋賀県の区域（第１の区域、第２の区域及び第６の区域を除く ）。

第 ４ 滋賀県近江八幡市、東近江市（旧愛知郡愛東町及び湖東町の区域を
除く ）及び蒲生郡の区域。

第 ５ 滋賀県の区域（第４の区域を除く ）。

第 ６ 滋賀県長浜市及び米原市の区域

第 ７ 滋賀県の区域（第１の区域、第２の区域、第４の区域及び第６の区
域を除く ）。

第 ８ 滋賀県彦根市及び犬上郡の区域

第 ９ 滋賀県の区域（第１の区域、第２の区域、第４の区域、第６の区域
及び第８の区域を除く ）。

第１０ 滋賀県の区域（第２の区域を除く ）。

第１１ 滋賀県東近江市（旧愛知郡愛東町及び湖東町の区域に限る ）及び。
愛知郡愛荘町の区域

（ 、 。）第１２ 滋賀県の区域 第２の区域 第４の区域及び第１１の区域を除く

第１３ 滋賀県の区域（第２の区域、第４の区域及び第８の区域を除く ）。

第１４ 滋賀県の区域（第４の区域及び第１１の区域を除く ）。



都道府県名 京 都 府

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 京都府の区域 ２３０円
２ 類 ２８７円
３ 類 ２４８円



都道府県名 大 阪 府

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 大阪府の区域 ９３円
み か ん ２ 類 ９６円
ぶ ど う １ 類 大阪府の区域 ３３４円

２ 類 ３３５円
３ 類 ３３０円
４ 類 ８０９円

く り 大阪府の区域 ９０９円



都道府県名 兵 庫 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 兵庫県の区域 １０６円
み か ん ２ 類 ９４円
な し １ 類 兵庫県の区域 ３５６円

２ 類 ２４６円
３ 類 １４１円

び わ 兵庫県の区域 ８０１円
く り 兵庫県の区域 ６０６円



都道府県名 奈 良 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

か き １ 類 １ 群 別 記 第 １ ２０１円
別 記 第 ２ １８３円
別 記 第 ３ １７５円

２ 群 別 記 第 １ １９９円
別 記 第 ４ １８４円
別 記 第 ５ １５３円

２ 類 １ 群 別 記 第 ６ １７８円
別 記 第 ７ １３６円

２ 群 別 記 第 ８ １６３円
別 記 第 ９ １５４円
別 記 第 ７ １３１円

う め ２ 類 別 記 第１０ １２０円
別 記 第１１ １０４円



別記

第 １ 奈良県橿原市、御所市及び高市郡（高取町及び明日香村の区域に限
る ）の区域。

第 ２ 奈良県五條市（旧吉野郡西吉野村の区域に限る 、吉野郡（吉野。）
町、大淀町及び下市町の区域に限る ）の区域。

第 ３ 奈良県の区域（第１の区域及び第２の区域を除く ）。

第 ４ 奈良県五條市（旧五條市及び旧吉野郡西吉野村の区域に限る 、。）
吉野郡（吉野町、大淀町及び下市町の区域に限る ）の区域。

第 ５ 奈良県の区域（第１の区域及び第４の区域を除く ）。

第 ６ 奈良県天理市、五條市（旧五條市及び旧吉野郡西吉野村の区域に限
る ）吉野郡（吉野町、大淀町及び下市町の区域に限る ）の区域。 。

第 ７ 奈良県の区域（第６の区域を除く ）。

第 ８ 奈良県天理市、五條市（旧五條市及び旧吉野郡西吉野村の区域に限
る ）の区域。

第 ９ 奈良県吉野郡（吉野町、大淀町及び下市町の区域に限る ）の区域。

第１０ 奈良県五條市の区域

第１１ 奈良県の区域（第１０の区域を除く ）。



都道府県名 和 歌 山 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 別 記 第 １ １５４円
み か ん 別 記 第 ２ １０３円

２ 類 別 記 第 １ １４９円
別 記 第 ２ １１０円

いよかん 和歌山県の区域 １３１円
かんきつ類の果 １ 類 １ 群 別 記 第 ３ １６２円
樹（うんしゅう 別 記 第 ４ １０８円
みかん、なつみ ２ 群 別 記 第 ５ １５１円
かん及びいよか 別 記 第 ６ １０１円
んを除く ） 別 記 第 ７ １０７円。

２ 類 １ 群 和歌山県の区域 １５２円
２ 群 １５５円
３ 群 ２３０円

も も １ 類 和歌山県の区域 ３５３円
２ 類 ３３８円

び わ 和歌山県の区域 ７２６円
か き １ 類 １ 群 別 記 第 ８ ２０２円

別 記 第 ９ １３８円
２ 群 別 記 第 ８ １４４円

別 記 第 ９ １２６円
２ 類 １ 群 別 記 第 ８ １６４円

別 記 第 ９ １５５円
２ 群 別 記 第 ８ １４１円

別 記 第 ９ １３３円
う め １ 類 別 記 第 ５ ５５１円

別 記 第１０ ２０７円
２ 類 別 記 第１１ ３８５円

別 記 第１２ １７１円
す も も 別 記 第１３ ４６９円

別 記 第１４ ２５１円
キウイフルーツ 和歌山県の区域 ２１３円



別記

第 １ 和歌山県有田市、御坊市、田辺市（本宮町の区域を除く 、有田。）
郡、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡串本町（旧東牟婁郡古座町の区
域を除く ）の区域。

第 ２ 和歌山県の区域（第１の区域を除く ）。

第 ３ 和歌山県御坊市、田辺市、新宮市、日高郡、西牟婁郡及び東牟婁郡
の区域

第 ４ 和歌山県の区域（第３の区域を除く ）。

第 ５ 和歌山県御坊市、田辺市（本宮町の区域を除く 、日高郡、西牟。）
婁郡及び東牟婁郡串本町（旧東牟婁郡古座町の区域を除く ）の区。
域

第 ６ 和歌山県有田市及び有田郡の区域

第 ７ 和歌山県の区域（第５の区域及び第６の区域を除く ）。

第 ８ 和歌山県橋本市及び伊都郡の区域

第 ９ 和歌山県の区域（第８の区域を除く ）。

第１０ 和歌山県の区域（第５の地域を除く ）。

第１１ 和歌山県田辺市（龍神村及び本宮町の区域を除く 、日高郡（印。）
南町及びみなべ町の区域に限る 、西牟婁郡及び東牟婁郡串本町。）
（旧東牟婁郡古座町の区域を除く ）の区域。

第１２ 和歌山県の区域（第１１の区域を除く ）。

第１３ 和歌山県田辺市（龍神村及び本宮町の区域を除く 、西牟婁郡及。）
び東牟婁郡串本町（旧東牟婁郡古座町の区域を除く ）の区域。

第１４ 和歌山県の区域（第１３の区域を除く ）。



都道府県名 鳥 取 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 鳥取県の区域 ５２２円
２ 類 １８０円
３ 類 １ 群 ５００円

２ 群 １６０円
４ 類 １ 群 別 記 第 １ ７６０円

別 記 第 ２ ６４６円
２ 群 鳥取県の区域 ５３１円

な し １ 類 １ 群 鳥取県の区域 １９３円
２ 群 １８４円

２ 類 １ 群 １４８円
２ 群 １９７円
３ 群 ２４８円

３ 類 １２９円
か き １ 類 １ 群 鳥取県の区域 １６６円

２ 群 １９５円
２ 類 １５３円



別記

第 １ 鳥取県東伯郡湯梨浜町及び琴浦町の区域

第 ２ 鳥取県の区域（第１の区域を除く ）。



都道府県名 島 根 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 島根県の区域 ４１１円
２ 類 １ 群 ５３６円

２ 群 ２０２円
３ 類 １８９円
４ 類 １ 群 １,３０４円

２ 群 ８６１円
３ 群 ６８６円
４ 群 別 記 第 １ １,３９８円

別 記 第 ２ ８９２円
別 記 第 ３ ５７６円

５ 群 別 記 第 ４ ８１４円
別 記 第 ５ ５６３円

か き ２ 類 島根県の区域 ２５７円
く り 島根県の区域 ４７０円



別記

第 １ 島根県浜田市及び大田市の区域

第 ２ 島根県出雲市及び簸川郡の区域

第 ３ 島根県の区域（第１の区域及び第２の区域を除く ）。

、 、 、 、 、 、 、第 ４ 島根県松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市
八束郡、簸川郡、邑智郡及び鹿足郡の区域

第 ５ 島根県の区域（第４の区域を除く ）。



都道府県名 岡 山 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 岡山県の区域 ３６３円
２ 類 １ 群 ４１７円

２ 群 ３０３円
３ 類 １ 群 ５９６円

２ 群 ３０６円
４ 類 １ 群 ９２９円

２ 群 ６８２円
３ 群 １,２８０円
４ 群 ５２７円

も も １ 類 岡山県の区域 ３２６円
２ 類 １ 群 ３９９円

２ 群 別 記 第 １ ６５５円
別 記 第 ２ ４３６円



別記

第 １ 岡山県岡山市（旧御津郡一宮町及び津高町の区域に限る ）及び総。
社市（旧都窪郡山手村及び清音村の区域を除く ）の区域。

第 ２ 岡山県の区域（第１の区域を除く ）。



都道府県名 広 島 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 広島県の区域 ８２円
み か ん ２ 類 ７８円
なつみかん 広島県の区域 ６４円
い よ か ん 広島県の区域 ６５円
かんきつ類の果樹 １ 類 １ 群 広島県の区域 １３１円

２ 群 ９１円（うんしゅうみかん、

なつみかん及び ２ 類 １ 群 １１２円
いよかんを除く。） ２ 群 １５８円
り ん ご １ 類 １ 群 広島県の区域 ３０１円

２ 群 ２７８円
２ 類 １ 群 別 記 第 １ ３５０円

別 記 第 ２ ３２２円
２ 群 別 記 第 ３ ３０７円

別 記 第 ４ ３０７円
３ 群 広島県の区域 ３３３円

３ 類 ３８３円
ぶ ど う １ 類 広島県の区域 ４４３円

３ 類 １ 群 別 記 第 ５ ８６２円
別 記 第 ６ ７５６円

２ 群 広島県の区域 ４４１円
４ 類 １ 群 別 記 第 ５ １,６０５円

別 記 第 ６ １,０３４円
２ 群 広島県の区域 ７１５円

な し １ 類 １ 群 別 記 第 １ ３６９円
別 記 第 ７ ３３０円
別 記 第 ８ １７８円

２ 群 広島県の区域 ４５１円
３ 群 ３８９円

２ 類 １ 群 ３４７円
２ 群 ３１５円

３ 類 ５２４円



別記

第 １ 広島県庄原市（旧甲奴郡総領町の区域を除く ）の区域。

第 ２ 広島県の区域（第１の区域を除く ）。

第 ３ 広島県呉市、竹原市、三原市、東広島市、江田島市（旧安芸郡江田
島町の区域に限る 、安芸郡及び豊田郡大崎上島町の区域。）

第 ４ 広島県の区域（第３の区域を除く ）。

第 ５ 広島県三次市（旧甲奴郡甲奴町の区域を除く ）の区域。

第 ６ 広島県の区域（第５の区域を除く ）。

第 ７ 広島県三次市（旧甲奴郡甲奴町の区域を除く ）及び世羅郡の区域。

第 ８ 広島県の区域（第１の区域及び第７の区域を除く ）。



都道府県名 山 口 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 山口県の区域 ８３円
み か ん ２ 類 ７７円
なつみかん １ 群 山口県の区域 ５７円

２ 群 ８９円



都道府県名 徳 島 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 徳島県の区域 ８８円
み か ん ２ 類 １１１円

３ 類 ５６１円
かんきつ類の果 １ 類 徳島県の区域 ２１２円
樹（うんしゅう
みかん、なつみ
かん及びいよか
んを除く ）。
な し １ 類 徳島県の区域 ３１３円

２ 類 ２５０円
３ 類 ２２２円

う め ２ 類 徳島県の区域 １２６円



都道府県名 香 川 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 香川県の区域 １２４円
み か ん ２ 類 １０４円
い よ か ん 香川県の区域 ６９円
かんきつ類の果 １ 類 １ 群 香川県の区域 ８９円
樹（うんしゅう ２ 群 １２１円
みかん、なつみ ２ 類 １ 群 １８８円
かん及びいよか
んを除く ）。
ぶ ど う １ 類 香川県の区域 ４２２円

２ 類 １ 群 別 記 第 １ ５５９円
別 記 第 ２ ５２１円

２ 群 香川県の区域 ３６０円
３ 群 ２６９円

３ 類 ５３６円
４ 類 ７５９円

な し １ 類 １ 群 香川県の区域 ３０４円
２ 群 ３２５円

２ 類 １ 群 ２０８円
２ 群 ２４３円

３ 類 ２４８円
も も １ 類 香川県の区域 ２７７円

２ 類 ２７９円
か き １ 類 １ 群 香川県の区域 １９１円

２ 群 １５８円
２ 類 ８９円

く り 香川県の区域 ５０８円



別記

第 １ 香川県さぬき市及び東かがわ市の区域

第 ２ 香川県の区域（第１の区域を除く ）。



都道府県名 愛 媛 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 別 記 第 １ １２４円
み か ん 別 記 第 ２ ８９円

別 記 第 ３ ６１円
２ 類 別 記 第 １ １１９円

別 記 第 ４ ８６円
別 記 第 ５ ６４円

３ 類 愛媛県の区域 ５９８円
なつみかん 別 記 第 ６ ７０円

別 記 第 ７ ４６円
いよかん 別 記 第 ８ ８５円

別 記 第 ９ ７３円
別 記 第１０ ５７円

かんきつ類の果 １ 類 １ 群 愛媛県の区域 ９９円
樹（うんしゅう ２ 群 ４７円
みかん、なつみ ３ 群 １５６円
かん及びいよか ２ 類 １ 群 別 記 第１１ ２０５円
んを除く ） 別 記 第１２ １５４円。

２ 群 別 記 第 １ １６５円
別 記 第１３ １１０円

３ 群 別 記 第 １ １６０円
別 記 第１３ １２９円

４ 群 愛媛県の区域 １３５円



都道府県名 愛 媛 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

ぶ ど う １ 類 別 記 第１４ ３７１円
別 記 第１５ ３２１円

２ 類 愛媛県の区域 ２６５円
３ 類 １ 群 ４７８円

２ 群 ２９５円
３ 群 １,４２８円

も も １ 類 愛媛県の区域 ３２０円
２ 類 ２４９円

び わ 愛媛県の区域 ６１１円
か き １ 類 別 記 第１６ ２６１円

別 記 第１７ １８９円
別 記 第１８ １５２円

２ 類 別 記 第１４ １４５円
別 記 第１９ １１４円
別 記 第２０ ７５円

く り 別 記 第２１ ４０１円
別 記 第２２ ２３０円

キウイフルーツ 愛媛県の区域 ２２０円



別記

第 １ 愛媛県八幡浜市、西予市（三瓶町の区域に限る ）及び西宇和郡の。
区域

愛媛県松山市、宇和島市、新居浜市、西条市（旧東予市、旧周桑郡
第 ２ 小松町及び丹原町の区域を除く 、四国中央市、東温市、上浮穴。）

郡、喜多郡（旧上浮穴郡小田町の区域に限る 、北宇和郡及び南。）
宇和郡の区域

第 ３ 愛媛県の区域（第１の区域及び第２の区域を除く ）。

愛媛県松山市、宇和島市、西予市（三瓶町の区域を除く 、東温。）
第 ４ 市、上浮穴郡、喜多郡（旧上浮穴郡小田町の区域に限る 、北宇。）

和郡及び南宇和郡の区域

第 ５ 愛媛県の区域（第１の区域及び第４の区域を除く ）。

第 ６ 愛媛県宇和島市、八幡浜市、西予市（三瓶町の区域に限る 、西。）
宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡の区域

第 ７ 愛媛県の区域（第６の区域を除く ）。

第 ８ 愛媛県松山市、八幡浜市、新居浜市、西条市（旧東予市、旧周桑郡
小松町及び丹原町の区域を除く 、四国中央市、西予市（三瓶町。）
の区域に限る 、東温市、上浮穴郡、喜多郡（旧上浮穴郡小田町。）
の区域に限る ）及び西宇和郡の区域。

第 ９ 愛媛県今治市、西条市（旧西条市の区域を除く 、伊予市、越智。）
郡及び伊予郡（松前町の区域に限る ）の区域。

第１０ 愛媛県の区域（第８の区域及び第９の区域を除く ）。

第１１ 愛媛県松山市、八幡浜市、西予市（三瓶町の区域に限る 、東温。）
市、上浮穴郡、喜多郡（旧上浮穴郡小田町の区域に限る ）及び西。
宇和郡の区域

第１２ 愛媛県の区域（第１１の区域を除く ）。

第１３ 愛媛県の区域（第１の区域を除く ）。

第１４ 愛媛県八幡浜市、西予市及び西宇和郡の区域

第１５ 愛媛県の区域（第１４の区域を除く ）。



第１６ 愛媛県松山市、東温市、上浮穴郡及び喜多郡（旧上浮穴郡小田町の
区域に限る ）の区域。

第１７ 愛媛県西条市（旧西条市の区域を除く ）の区域。

第１８ 愛媛県の区域（第１６の区域及び第１７の区域を除く ）。

第１９ 愛媛県大洲市、伊予市、伊予郡及び喜多郡（旧上浮穴郡小田町の区
域を除く ）の区域。

第２０ 愛媛県の区域（第１４の区域及び第１９の区域を除く ）。

第２１ 愛媛県松山市、宇和島市、大洲市、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊
予郡、喜多郡、北宇和郡及び南宇和郡の区域

第２２ 愛媛県の区域（第２１の区域を除く ）。



都道府県名 高 知 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 高知県の区域 １１１円
み か ん ２ 類 １２１円

３ 類 ６３３円
かんきつ類の果 １ 類 ３ 群 高知県の区域 ９１円
樹（うんしゅう
みかん、なつみ
かん及びいよか
んを除く ）。



都道府県名 福 岡 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 １ 群 別 記 第 １ １１２円
み か ん 別 記 第 ２ １０８円

２ 群 別 記 第 ３ １１０円
別 記 第 ４ ６６円

２ 類 別 記 第 ３ １２２円
別 記 第 ４ ８６円

３ 類 別 記 第 ３ ５２０円
別 記 第 ４ ４６３円

ぶ ど う １ 類 １ 群 別 記 第 ５ ４９８円
別 記 第 ６ ４８６円

２ 群 別 記 第 ５ ３３３円
別 記 第 ６ ２６６円

２ 類 １ 群 別 記 第 ５ ７４９円
別 記 第 ７ ５７０円
別 記 第 ８ ５０８円

２ 群 別 記 第 ５ ５４０円
別 記 第 ６ ３１８円

３ 類 別 記 第 ５ ５３０円
別 記 第 ６ ３６８円

４ 類 別 記 第 １ １,０６４円
別 記 第 ５ １,０２９円
別 記 第 ９ ８７３円



都道府県名 福 岡 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 １ 群 別 記 第 ７ ３６５円
別 記 第１０ ３０５円
別 記 第１１ ２６６円
別 記 第１２ ２５４円

２ 群 福岡県の区域 ２５９円
２ 類 １ 群 別 記 第 ７ ２８０円

別 記 第１１ ２５５円
別 記 第１０ ２３５円
別 記 第１２ １７７円

２ 群 別 記 第１３ ２４２円
別 記 第１４ ２２４円

３ 類 １ 群 別 記 第 ７ ２８５円
別 記 第１０ ２４９円
別 記 第１１ ２１１円
別 記 第１２ １５６円

２ 群 別 記 第 ７ ２３５円
別 記 第１０ ２０５円
別 記 第１５ １３５円

３ 群 別 記 第 ５ ２０９円
別 記 第１１ ２０３円
別 記 第１６ １４９円

か き １ 類 １ 群 別 記 第 ７ ２２０円
別 記 第１７ １７６円
別 記 第１８ １２８円

２ 群 別 記 第 ７ １９３円
別 記 第 ５ １５６円
別 記 第 ８ １４１円

キウイフルーツ １ 群 福岡県の区域 ４７７円
２ 群 ２１０円



別記

第 １ 福岡県八女市、筑後市及び八女郡の区域

第 ２ 福岡県の区域（第１の区域を除く ）。

第 ３ 福岡県大牟田市、久留米市（旧三潴郡城島町及び三潴町の区域に限
る 、柳川市、大川市、みやま市及び三潴郡の区域。）

第 ４ 福岡県の区域（第３の区域を除く ）。

第 ５ 福岡県直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡
及び田川郡の区域

第 ６ 福岡県の区域（第５の区域を除く ）。

第 ７ 福岡県大牟田市、久留米市（旧三潴郡城島町及び三潴町の区域に限
る ）柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡及び八。
女郡の区域

第 ８ 福岡県の区域（第５の区域及び第７の区域を除く ）。

第 ９ 福岡県の区域（第１の区域及び第５の区域を除く ）。

第１０ 福岡県飯塚市、嘉麻市及び田川郡の区域

第１１ 福岡県北九州市、行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡の区域

（ 、 。）第１２ 福岡県の区域 第７の区域 第１０の区域及び第１１の区域を除く

第１３ 福岡県飯塚市及び嘉麻市の区域

第１４ 福岡県の区域（第１３の区域を除く ）。

第１５ 福岡県の区域（第７の区域及び第１０の区域を除く ）。

第１６ 福岡県の区域（第５の区域及び第１１の区域を除く ）。

第１７ 福岡県久留米市（旧三潴郡城島町及び三潴町の区域を除く 、う。）
きは市、朝倉市及び朝倉郡の区域

第１８ 福岡県の区域（第７の区域及び第１７の区域を除く ）。



都道府県名 佐 賀 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 １ 群 佐賀県の区域 ６９円
み か ん ２ 群 ６２円

２ 類 １０２円
３ 類 ５２０円

な し １ 類 １ 群 佐賀県の区域 ４９３円
２ 群 ２５３円

２ 類 １ 群 １９５円
２ 群 １５８円

３ 類 １４４円



都道府県名 長 崎 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 １ 群 別 記 第 １ １６７円
み か ん 別 記 第 ２ １３１円

別 記 第 ３ ９２円
別 記 第 ４ ８４円
別 記 第 ５ ５４円

２ 群 別 記 第 １ １７６円
別 記 第 ２ １７４円
別 記 第 ６ １１６円
別 記 第 ３ １０９円
別 記 第 ７ ９４円
別 記 第 ８ ７９円
別 記 第 ９ ４２円

２ 類 別 記 第 ２ １７６円
別 記 第 １ １６５円
別 記 第 ６ １０７円
別 記 第１０ ９６円
別 記 第１１ ６５円
別 記 第１２ ２６円

３ 類 別 記 第 １ ５２４円
別 記 第１３ ４５５円

な し １ 類 別 記 第１４ ３３２円
別 記 第１５ ３２６円
別 記 第１６ ２６９円
別 記 第１７ ２１０円

２ 類 １ 群 別 記 第１４ ２７５円
別 記 第１６ ２３０円
別 記 第１８ １８５円

２ 群 長崎県の区域 ２７３円
３ 類 別 記 第１４ ３１０円

別 記 第１９ １６２円
び わ 長崎県の区域 ６４２円



別記

（ 。）第 １ 長崎県佐世保市及び北松浦郡 小値賀町及び佐々町の区域に限る
の区域

第 ２ 長崎県南島原市（旧南高来郡加津佐町、口之津町、南有馬町及び北
有馬町の区域に限る ）の区域。

第 ３ 長崎県島原市（旧南高来郡有明町の区域に限る 、平戸市（旧北。）
松浦郡田平町の区域に限る 、松浦市及び雲仙市（旧南高来郡国。）
見町及び瑞穂町の区域に限る ）の区域。

第 ４ 長崎県長崎市、諫早市（旧西彼杵郡多良見町の区域に限る 、島。）
原市（旧島原市の区域に限る 、西海市及び西彼杵郡の区域。）

第 ５ 長崎県の区域（第１の区域、第２の区域、第３の区域及び第４の区
域を除く ）。

第 ６ 長崎県対馬市の区域

第 ７ 長崎県長崎市、諫早市（旧西彼杵郡多良見町の区域に限る 、西。）
海市及び西彼杵郡の区域

第 ８ 長崎県島原市（旧島原市の区域に限る ）及び壱岐市の区域。

（ 、 、 、 、第 ９ 長崎県の区域 第１の区域 第２の区域 第３の区域 第６の区域
第７の区域及び第８の区域を除く ）。

第１０ 長崎県長崎市、島原市、諫早市（旧西彼杵郡多良見町の区域に限
る 、西海市、雲仙市（旧南高来郡国見町及び瑞穂町の区域に限。）
る ）及び西彼杵郡の区域。

第１１ 長崎県平戸市（旧北松浦郡田平町の区域に限る 、松浦市及び雲。）
仙市（旧南高来郡吾妻町、愛野町及び千々石町の区域に限る ）の。
区域

第１２ 長崎県の区域（第１の区域、第２の区域、第６の区域、第１０の区
域及び第１１の区域を除く ）。

第１３ 長崎県の区域（第１の区域を除く ）。

第１４ 長崎県南島原市（旧南高来郡西有家町、有家町、布津町、深江町の
区域に限る ）の区域。



第１５ 長崎県長崎市、西海市及び西彼杵郡の区域

第１６ 長崎県諫早市の区域

第１７ 長崎県の区域（第１４の区域、第１５の区域及び第１６の区域を除
く ）。

第１８ 長崎県の区域（第１４の区域及び第１６の区域を除く ）。

第１９ 長崎県の区域（第１４の区域を除く ）。



都道府県名 熊 本 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 １ 群 別 記 第 １ ８９円
み か ん 別 記 第 ２ ７６円

２ 群 別 記 第 ３ ９３円
別 記 第 ４ ５８円

２ 類 別 記 第 ５ １００円
別 記 第 ６ ７０円

なつみかん １ 群 別 記 第 ７ １０２円
別 記 第 ８ ５９円

かんきつ類の果 １ 類 １ 群 別 記 第 ９ ２１９円
樹（うんしゅう 別 記 第１０ １７７円
みかん、なつみ 別 記 第 ７ １３２円
かん及びいよか 別 記 第１１ １１０円
んを除く ） ２ 群 熊本県の区域 ９０円。

２ 類 １ 群 熊本県の区域 ２６４円
２ 群 別 記 第 ５ １４６円

別 記 第１２ １３５円
別 記 第１３ ９７円

３ 群 別 記 第 ５ １３０円
別 記 第 ６ １０６円



都道府県名 熊 本 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

な し １ 類 １ 群 別 記 第１４ ２４４円
別 記 第１５ ２４３円
別 記 第１６ ２１４円
別 記 第１７ １５２円

２ 群 熊本県の区域 １７５円
２ 類 １ 群 別 記 第１８ １８０円

別 記 第１９ １８０円
別 記 第２０ １３３円

２ 群 別 記 第２１ ２５２円
別 記 第２２ ３０５円

３ 類 １ 群 別 記 第２３ ４６４円
別 記 第１０ ２１９円
別 記 第２４ １５３円
別 記 第２５ １３７円

２ 群 別 記 第２６ １４９円
別 記 第２７ １２８円

く り 別 記 第２１ ４１９円
別 記 第２２ ３８３円



別記

第 １ 熊本県熊本市、水俣市、山鹿市、宇土市、上天草市、宇城市、天草
市、下益城郡、鹿本郡、葦北郡及び天草郡の区域

第 ２ 熊本県の区域（第１の区域を除く ）。

第 ３ 熊本県熊本市、宇土市、宇城市及び下益城郡の区域

第 ４ 熊本県の区域（第３の区域を除く ）。

第 ５ 熊本県熊本市の区域

第 ６ 熊本県の区域（第５の区域を除く ）。

第 ７ 熊本県水俣市及び葦北郡の区域

第 ８ 熊本県の区域（第７の区域を除く ）。

第 ９ 熊本県宇城市（旧下益城郡小川町の区域に限る ）の区域。

第１０ 熊本県八代市及び八代郡の区域

（ 、 。）第１１ 熊本県の区域 第７の区域 第９の区域及び第１０の区域を除く

第１２ 熊本県水俣市、上天草市、天草市、葦北郡及び天草郡の区域

第１３ 熊本県の区域（第５の区域及び第１２の区域を除く ）。

第１４ 熊本県八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、宇城市、下益城郡、玉名
郡及び八代郡の区域

第１５ 熊本県山鹿市及び鹿本郡の区域

第１６ 熊本県熊本市、人吉市及び球磨郡の区域

第１７ 熊本県の区域（第１４の区域、第１５の区域及び第１６の区域を除
く ）。

第１８ 熊本県熊本市、八代市、人吉市、八代郡及び球磨郡の区域

第１９ 熊本県荒尾市、玉名市、山鹿市、宇土市、宇城市、下益城郡、玉名
郡及び鹿本郡の区域



第２０ 熊本県の区域（第１８の区域及び第１９の区域を除く ）。

第２１ 熊本県人吉市及び球磨郡の区域

第２２ 熊本県の区域（第２１の区域を除く ）。

第２３ 熊本県荒尾市、玉名市及び玉名郡の区域

第２４ 熊本県熊本市、人吉市、山鹿市、鹿本郡及び球磨郡の区域

第２５ 熊本県の区域（第１０の区域、第２３の区域及び第２４の区域を除
く ）。

第２６ 熊本県熊本市、八代市、人吉市、山鹿市、鹿本郡、八代郡及び球磨
郡の区域

第２７ 熊本県の区域（第２６の区域を除く ）。



都道府県名 大 分 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 １ 群 大分県の区域 １０１円
み か ん ２ 群 １００円

２ 類 １ 群 ９２円
２ 群 ７０円

３ 類 ６６５円
なつみかん １ 群 大分県の区域 ３６円
かんきつ類の果 １ 類 １ 郡 大分県の区域 １２７円
樹（うんしゅう ２ 類 １ 群 １３１円
みかん、なつみ
かん及びいよか
んを除く ）。
ぶ ど う １ 類 大分県の区域 ６０３円

３ 類 １ 群 ４７５円
２ 群 ３１１円

４ 類 ７５１円
な し １ 類 １ 群 大分県の区域 ２７０円

２ 群 ２６７円
３ 群 ２１３円

２ 類 １ 群 ２１４円
２ 群 ２３２円
３ 群 １７８円

３ 類 １ 群 １６４円
２ 群 １７１円

く り 大分県の区域 ３３１円
キウイフルーツ 大分県の区域 １７８円



都道府県名 宮 崎 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 １ 群 宮崎県の区域 １２４円
み か ん ２ 群 ８５円

２ 類 １２３円
３ 類 ４７４円

かんきつ類の果 ２ 類 １ 群 宮崎県の区域 ２６６円
樹（うんしゅう ２ 群 １１１円
みかん、なつみ
かん及びいよか
んを除く ）。
く り 宮崎県の区域 ４３４円



都道府県名 鹿 児 島 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

うんしゅう １ 類 別 記 第 １ １０４円
み か ん 別 記 第 ２ ９２円

２ 類 鹿児島県の区域 ２２４円
３ 類 ４６３円

かんきつ類の果 １ 類 １ 群 別 記 第 ３ １８４円
樹（うんしゅう 別 記 第 ４ １０８円
みかん、なつみ ２ 類 １ 群 別 記 第 ５ ２１６円
かん及びいよか 別 記 第 ６ １３０円
んを除く ）。
す も も 鹿児島県の区域 ２５６円



別記

第 １ 鹿児島県鹿児島市（旧日置郡松元町及び郡山町の区域に限る 、。）
鹿屋市（旧曽於郡輝北町の区域を除く 、垂水市、日置市、霧島。）
、 、 （ 。）、市 いちき串木野市 南さつま市 旧日置郡金峰町の区域に限る

伊佐市、姶良郡及び肝属郡の区域

第 ２ 鹿児島県の区域（第１の区域を除く ）。

第 ３ 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の区域

第 ４ 鹿児島県の区域（第３の区域を除く ）。

第 ５ 鹿児島県鹿児島市（旧揖宿郡喜入町並びに旧日置郡松元町及び郡山
町の区域を除く 、枕崎市、西之表市、南さつま市（旧日置郡金。）
峰町の区域を除く 、南九州市（旧揖宿郡頴娃町の区域を除く ）。） 。
及び熊毛郡の区域

第 ６ 鹿児島県の区域（第５の区域を除く ）。



都道府県名 沖 縄 県

収穫共済の共済目的の種類等
収穫共済の

農業災害補償法 共済目的の 農林水産大臣 果 実 の
共済目的の種類 第１２０条の６ 種 類 等の の定める地域 １㎏当たり

第１項第１号の 細 区 分 価 額
農林水産大臣が
定める区分

パインアップル 沖縄県の区域 ５４円


